
トビタテ！留学JAPAN新・日本代表プログラム　18期　調査票
（2026年４月時点　学部生用）

[bookmark: _Hlk180221514]　この調査票は、募集要項「７．要件」「（１）派遣留学生の要件」「⑤（日本学生支援機構が実施する国内の奨学金「第二種奨学金」に掲げる家計基準を満たす者）」を確認するための情報を取得するものです。
　これは、2026年４月1日時点で1年～4年生となる学生用です。2026年4月に大学院生となる者は、大学院生用の調査票を使用してください。
　　
　必要項目を入力後PDFで保存し、Oh-o!Meijiグループ提出物「2.収入に関する調査票」にアップロードしてください。

１. 学生本人の情報
	氏名
	     
	学生番号
	     

	所属
	     学部     年（申込み時点の学年）
	通学区分
	☐自宅から　　　☐自宅外から



[bookmark: _Hlk183014343]２. 生計維持者の情報
生計維持者とは、原則父母の2名、ひとり親世帯（死別・離婚等）の場合は父母どちらかが当該者となる
父母がいない場合、「その他」に、代わりに生計を維持している主たる人の続柄、氏名、生年月日を記入
	続柄
	氏名
	生年月日

	父
	     
	西暦     年   月   日

	母
	     
	西暦     年   月   日

	その他　続柄:  
	     
	西暦     年   月   日


注1） 両親がいる場合は、収入状況にかかわらず、2名の名前を記載してください。所得を証明する書類も２名分必要です。
注2） 父母がいない場合は、代わりに生計を維持している人の所得を証明する書類を提出してください。
注3） 所得を証明する書類として、市区町村が発行した課税・非課税証明書/所得証明書を提出してください。
（証明書の名称は、市区町村によって異なります）

３. 扶養されている子供の人数　　　　　　　人（本人含む）
　　本人以外に扶養されている子供の情報を記載してください。
	続柄
	生年月日
	年齢

	
	西暦     年   月   日
	　　   歳

	
	西暦     年   月   日
	      歳

	
	西暦     年   月   日
	　　   歳



４．その他の家計基準判定のために必要な情報
	生計維持者がひとり親である場合

	☐　←課税証明書で「控除対象ひとり親」であると記載されている場合チェックを入れてください。

	生計維持者が障害者である場合

	☐　←課税証明書で「控除対象障害者」であると記載されている場合チェックを入れてください。

	生計維持者が生活保護法の生活扶助を受給している場合

	☐　←受給している場合チェックを入れて下さい。



以上
